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田辺市農業委員会議事録 

平成２６年８月８日（金）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３７名 

1 番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行            １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治 

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳 

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一 

             

欠席者      １８番 坂本 一馬   ２８番 上中 悠司   

                     

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ６番 向日 一義   ７番 前田  登 

議    長   皆さん、こんにちは。８月に入りまして、大変暑い時期ではありますが、

ご出席をいただきまして有難うございます。台風の影響ではっきりしない

天気が続きますが皆さん農作業の方はどうですか。私は、天気予報が良く

ないので梅も干せない状況で困っております。改選後初めての定例会です

が、早速始めさせていただきます。本日は議事終了後に農業振興課の説明

と連絡していたのですが、都合により、まず初めに農業振興課の職員さん

から今年の主な事業について説明がございます。それでは、農業振興課の

職員さんから事業説明お願いします。 

北川  課長   平成２６年度農業関係事業予算概要新規事業について説明。 

吹揚  係長   平成２６年度農業振興課の補助事業について説明。 

尾崎  主査   平成２６年度農業後継者対策事業等について説明。 

議    長   はい、有難うございました。只今説明のあった内容につきまして、ご質問

ございませんか。 

７番  委員   ３ページの野菜・花き等生産支援事業費補助金という事で、省エネ設備の

導入の項目があるんですけど、最近のビニールハウスとかでは燃料が高い

ので薪ボイラーも増えてきていると聞きますが、そういう物も対象になり

ますか。 

尾崎  主査   この省エネ対策については、県の省エネ対策事業に付随するものとなって

おりまして、主にヒートポンプや多重カーテン装置、廃熱改修機等の省エ

ネ効果の見込まれる機械となっております。まずは、県の審査を通るもの

であれば対象にしたいと思ってございます。 

議    長   他にございませんか、無いようですので、この辺で事業説明を終了させて
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いただきます。農業振興課の皆さん有難うございました。今後ともよろし

くお願い申し上げます。 

議    長   それでは、審議のほうよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは、

本日の欠席委員さんですが、１８番の坂本一馬委員さん、２８番の上中悠

司委員さん、２名の委員さんから欠席の届が出ております。まず最初に、

農地利用集積計画の合意解約、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する利

用権の設定の申し出がございますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 尾崎   皆様こんにちは、それでは農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

による利用権設定、合意解約のほうから説明させていただきます。１番、

○○○字○○○○、畑の４９１㎡、他１筆、合計面積は１，０１５㎡です。

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、合意解約をした日は、

平成２６年６月３０日です。２番、○○○字○○○○、畑の７，００６㎡

です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、合意解約をし

た日は、平成２６年７月１８日です。以上、２件報告させていただきます。

続きまして利用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字

○○○○、他１筆、畑の１，９２０㎡です。貸手は○○○、○○○○、借

手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１万円口座払い、期間は平成２

６年９月１日から平成２７年８月３１日の更新です。２番、○○○字○○

○○、他１筆、畑の３，０１２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、賃貸借の梅、年間２万円の口座払い、期間は平成２６年９

月１日から平成３２年８月３１日の新規です。３番、○○○字○○○○、

畑の１，２９１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２６年９月１日から平成２９年８月３１日の更

新です。４番、○○○字○○○○、畑の３２３㎡、貸手は○○○、○○○

○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間２万円持参払い、期間は

平成２６年９月１日から平成３１年８月３１日の更新です。５番、○○○

字○○○○、他６筆、畑の２，１０４、０９㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間３万円口座払い、期間は平成

２６年９月１日から平成３２年８月３１日の新規です。６番、○○○字○

○○○、他１筆、畑の３，４００㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○

○○、○○○○、使用貸借のミカンと梅、期間は平成２６年９月１日から

平成３６年８月３１日、新規です。７番、○○○字○○○○、他４筆、畑

の２，７７５㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使

用貸借の梅、期間は平成２６年９月１日から平成３６年８月３１日、新規

です。８番、○○○字○○○○、他１筆、畑の１，０３５㎡、貸手は○○

○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６

年９月１日から平成３６年８月３１日、新規です。９番、○○○字○○○

○、畑の４，３９６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅、期間は平成２６年９月１日から平成３６年８月３１日、

新規です。１０番、○○○字○○○○、他１筆、畑の２，５６７㎡、貸手

は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借のスモモと使用貸
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借の梅、○○○○が賃貸借のスモモで年間１万円口座払い、期間は平成２

６年９月１日から平成３２年８月３１日、新規です。１１番、○○○字○

○○○、畑の７，００６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年９月１日から平成３２年８月３

１日、新規です。合計１１件、２６筆、２９，８０２、０９㎡、貸手１０

名、借手１１名です。この１１件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の各要件を満たしていると考えます。ご審議をよろしくお願いいたしま

す。 

議    長   はい。有難うございます。まず、利用権の合意解約についてご意見、ご質

問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。それではご審議

をいただくのですが、３番に○○○○委員さんの案件がございますので、

それを除く１０件について逐条審議をお願い申し上げます。この間申し合

わせましたように、番号の後に苗字を言っていただくようお願いします。

１番。 

○○番 委員   はい、○○番、○○です。異議ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。この案件は、○○○○さんは青年就農金対象者で頑張

っておられるので、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。更新で異議ありません。  

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。真面目な方なので異議ありません。  

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。この○○○○さんは親子関係なので異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。○○○○さんは兄弟で、異議ありません。 

議    長   はい、８番 

○○番 委員   ○○番、○○です。８番の○○○○さんは若い方で一生懸命やっています

ので異議ありません、９番の借手の○○○○さんはすぐ近くに畑をもって

いて頼まれて作るそうで異議ありません、１０番の○○○○さんは８０歳

を超えていて、今までも○○○○さんに手伝ってもらっていたので異議あ

りません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。これは先ほどの合意解約で、借人が○○○○から○○

○○に変わっただけで異議ありません。  

議    長   はい、以上１０件異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは○○○○委員さ
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ん退席お願いします。 

（○○委員退席） 

議    長   それでは、３番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、３番異議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろ

しいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。  

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○委員着席） 

議    長   それでは、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する利用権の設定の申し出

の追加がございますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

尾崎  主査   追加議案について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、他

１筆、田の１，７２４㎡です。貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２６年９月１日から平成２９年８

月３１日の更新です。以上１件、２筆、１，７２４㎡、貸手１名、借手１

名です。この１件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると考えます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   それでは、追加議案のご審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   はい、○○番、○○です。貸手は○○○になっていますけど、○○○○に

入っているのでこの住所になってますけど、田は私の担当地域にございま

して、この○○○○さんは継続でずっと熱心に作っていただいております

んで、異議ございません。 

議    長   はい、追加議案１番異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。  

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

議    長   それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の会議録署名委員に、６

番の向日一義委員さん、７番の前田登委員さん、よろしくお願いをいたし

ます。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案第２号

農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条申請について、議案

第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について、議案第

５号農地の形状変更について、報告第１号農地法第１８条第６項の規定に

よる通知について、報告第２号農地使用貸借契約の合意解約による通知に

ついて、を上程させていただきます。 

それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明をお願い申

し上げます。 

松平  主査   ３条申請を説明させていただきます。１ページをお願いします。１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３，２

６３㎡、譲渡人は○○○、（亡）○○○○、法定相続人代表 ○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、あっせんによる売買です。２番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田で、面積は１９９㎡です。
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譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。３番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は２４

０㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買

です。以上３件について書類を審査したところ、農地法第３条第２項の許

可できない要件には該当していませんので、許可の要件を充たしていると

判断いたします。ご審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

議    長   有難うございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番 

○○番 委員   はい、○○番、○○です。１番について異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい、○○番、○○です。２番３番は異議ございません。 

議    長   はい、３条申請３件とも異議なしとのことです。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ２ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は、○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２３４

㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電施

設２３４㎡です。着工日、工事期間は許可の日より４か月以内、平成２６

年６月１３日に農用地区域から除外しています。隣接同意は不要、水利同

意はございます。この土地は、周囲を山と住宅に囲まれた農地で第２種農

地です。２番、土地の所在は、○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現

況は休耕地、面積は３３㎡、他１筆、合計面積は１，０１０㎡です。所有

者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、住宅１３５㎡、露天駐車場、

作業場８７５㎡です。着工日、工事期間は許可の日より１年以内、平成２

４年１０月１７日に農用地区域から除外しています。隣接同意はございま

す、水利同意は不要でございます。始末書が添付されております。内容は、

当該申請人の住んでいた土地が直近の水害により被害を受け、別地に移動

する事を余儀なくされた為、本件申請地に住宅を建築します。そのような

理由により農地法の許可前の工事着工となりました事をお詫び申し上げま

す。今後は十分注意して、農地法違反とならないよう心がけますので、今

回限り、寛大な処分を持って許可いただけますようお願いし、始末書を提

出します。でございます。この土地は、周囲を山と川に囲まれた農地で第

２種農地です。３番、土地の所在は、○○○字○○○○、地目は登記簿が

田、現況は休耕地、面積は４１８㎡、他５筆、合計面積は２，０８７㎡で

す。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電施設２，

０８７㎡です。着工日、工事期間は許可の日より７か月以内、農用地の内

外は用途外です。隣接同意はございます、水利同意は不要でございます。

この土地は、過疎化の山村区域にある小集落の農地で第２種農地です。以

上３件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第

４条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。第４条申請３
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件ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。現地調査の報告をさせていただきます。去る８月６日

に私と○○番の○○○○さん、愛須局長、小倉係長の４人で調査してまい

りました。雨がずっと続いておったんですけども、当日は晴れて大変暑い

日でございました。今回の調査案件は５条４件、４条３件、形状変更２件、

２条１件の計１０件の調査でございました。それでは、４条１番の報告を

させていただきます。申請場所は○○○の西側の、山に家が段々に立ち並

んだ中断のあたりでございまして、ここは太陽光パネルを据えるというこ

とで、日当たりは大変良いと思います。理由は、本人は兼業農家で、農地

の守をしかねるという事で申請されています。周囲の影響としましては、

東側西側は本人の畑、南側は本人さんの家で、北側も親の家で、周りには

何ら影響が無いように思います。排水は自然浸透という事で、この件につ

いては何ら問題なく許可相当かと思います。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ４条２番の申請場所は、○○橋の西、川の傍の家でありまして、転用内容

としては住宅を建てるという事で、１２号台風の水害で浸かりまして、こ

こへ新しい家を建てるという計画だそうです。周囲の影響としましては、

周りは本人の畑、前は道で、隣に簡単な小屋だけなので、家を建てても問

題ないと思います。排水は、前に集落排水がございまして、生活雑排水は

そこへ入れると、雨水は川の近くなので問題ないと思います。この件につ

いても許可相当かと思います。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。３番の案件について報告させていただきます。申請場

所は、○○○の○○橋より西へ２００ｍ、現況は休耕田です。隣接につい

ては、東側市道、南側宅地、西側市道、北側里道となっており、周囲の同

意もありますし、水利同意は必要なしと、転用理由につきましては、申請

人は県外の○○○におりまして、休耕状態であり、太陽光発電に適した土

地であるので申請したという事です。転用の内容につきましては、太陽光

パネル７６０枚、２０１ｋｗ発電をするそうです。周囲はフェンスをし、

切土、盛土なし、排水等については、雨水は自然浸透と既設水路へという

事で、何ら支障がないと思います。以上です。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。１番に関してですけども、両親は現在も農業をしてい

るんですけども、高齢であまり広い範囲が出来ないという事で、機械関係

が好きなので、自分で設置して売電をするという事です。両親の家と本人

の家の間で、特に問題はないと思います。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。２番の案件ですけども問題ありません。 
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議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請３件異議なしとの事でございます。そ

のように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ３ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は１４５

㎡、他１筆、合計面積２８０㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、持分２分の１、○○○○、持分２分の１、使用目的

及び規模は駐車場２８０㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年以内、

農用地の内外は用途外でございます。隣接同意、水利同意、共にございま

す。近くに譲受人の○○○があり、○○○○及び○○○○様、○○○○者

の駐車場を増設したものです。この土地は、都市計画用途地域内（準工業

地域）にありますので、第３種農地です。２番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１９５㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は資材置き倉庫

１９５㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年以内、平成２１年１０月

２９日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同意共にござい

ます。この土地は、周囲を山と道路に囲まれた農地で、第２種農地です。

３番、土地の所在は○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕地、面積は６

５０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目

的及び規模は駐車場６５０㎡、着工日、工事期間は許可の日より６か月以

内、農用地の内外は用途外でございます。隣接同意は北側の畑はございま

すが西側と南側はございません、西側と南側の所有者は同じで、隣接同意

をもらえない理由書の提出がございます、水利同意は不要でございます。

理由書の内容は、今般、本件申請を行うに際し、当初は本申請地の境界線

沿いに、Ｕ字溝等の構造物を設置し施行を行う計画で、各隣接農地所有者

の皆様に説明を行い、御同意をお願いしました。中でも、○○○○様、○

○○○様、○○○○様に対しましては、３名様同席の上、本年５月２４日

に施行計画の説明を行いましたが、その際には、特に異議の申し立ては有

りませんでした。その後、７月４日に○○○○様へ同意書と計画図面をお

預けして、押印をしていましたが、２週間以上経過しても、時間が無い為

共有者（兄弟姉妹・内１名は同居）間で話合いが出来ていないので、押印

が出来ておらず、今後も話合いをする見通しも立たない（真意は不明）と

の事でした。以上の理由により、計画を一部変更し○○○○様外の共有名

義土地に対しましては、影響の無い様に境界線より１ｍ後退して構造物を

設置するとし、上記共有者様の同意印無しで、本件申請を行いたいと考え

ておりますので、何卒宜しくお取り計らい下さいます様、お願い申し上げ

ます。尚、○○○○様外の共有名義土地につきましては、長年休耕状態と
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なっており、今後も耕作再開の見通しは立ってない様ですが、将来耕作が

再開される様になった際には、誠意をもって対処する所存です、でござい

ます。この土地は、都市計画用途地域内（第二種中高層住居専用地域）に

ありますので、第３種農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，６１８㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅６棟４０

６㎡、道路、駐車場１，２１２㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年

以内、平成２５年１０月２２日に農用地区域から除外しています。隣接者、

水利組合との立会いを予定しておりますが、まだ最終確認が出来ておりま

せん。隣接同意はございません、水利同意は交渉中でございます。周囲を

山と川に囲まれた２種農地でございます。５番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は６６９㎡、他１筆、合計面積

は１，２７３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○ 、

使用目的及び規模は分譲住宅３１３、０２㎡、道路・駐車場等９５９、９

８㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年以内、農用地の内外は用途外

でございます。隣接同意、水利同意共にございます。この土地は、過疎化

の山村区域にある小集落の農地で、２種農地です。以上５件につきまして、

申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２項の許可でき

ない要件には該当していないと判断します。５条申請５件ご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。１番について、申請場所は○○○の○○○○からすぐ

西側でございます。転用内容は、駐車場という事で、ここの土地は、道と

道と宅地で囲まれて三角形に残った所で、畑を作ってございましたけども、

周りには影響の無いような土地でございます。従いまして、これは問題無

いと思います。続きまして、５条２番の申請場所は、○○○○から南西へ

約３００ｍの所にありまして、ここは資材置場や倉庫という申請でござい

ます、ここの人は高齢で、あまり守も出来ないという事で、土地自体が荒

地のようになってございまして、道より小高いので８０ｃｍカットして、

周りに擁壁をたて、U 字溝の側溝をつけて、整地するという事で、東側、

北側の梅は同意書がございますし、南側は道で、西側は山で傾斜になって

ございます。排水は U 字溝から道の方の既存水路へ流すという事で、問題

ないかと思います。続きまして、５条３番は、○○○○へ入る○○○○が

ございまして、そこを入った直ぐの場所であります。転用内容は、ここの

営業所の駐車場にしたいという事でございます。隣接同意が一箇所無いと

いう事で、ここの同意書のない田というのが耕作放棄地で、かなり草が生

い茂ってございまして、その申請地も放棄地で蒲の穂綿がようけ生えてお

りまして、周りからいえばこのように駐車場にでもして利用していただい

たほうが、近所迷惑にならないのではないかと印象を受けました。従いま

して、隣に一軒だけ梅畑がございましたが、この方は同意書をもらってご
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ざいます。雨水は、周りを１ｍ引いて U 字溝を入れて側溝に流すという事

で、排水については問題は無いかと思いますので、同意書はございません

けども、土地自体が荒地で近隣に迷惑をかけている土地でございますので、

許可しても問題がないのじゃないかと感じました。以上です。 

議    長   はい、４番については、事務局からお願いします。 

小倉  係長   ４番については、３月からの継続審議案件ですので事務局から経緯につい

て説明します。３月に農業委員会に申請された時点では、隣接同意は無く

水利同意だけが有る状態でございました。その後、同意をもらう為に今ま

でかかりました。隣接は、北側と東側が市道で、西側の田は○○○○さん、

姉妹のお姉さんと、南側の田が○○○○さんで妹です。○○○○さんは施

設に入っていて判断が出来る状態でないという事で、○○○○さんと話を

させていただいていました。３月に申請者と行政書士を交えて○○○○さ

んに事業計画について説明をしたところ、計画には納得いただいたのです

が、この地域では昔から埋めるときは水路分をさがると申し合わせがある

ので、そのことだけを地元水利組合に確認して、その上で同意したいとい

う事で持ち帰りました。その後、○○○○さんが水利組合に話をしたとこ

ろ、水利組合もそこまで考えないで同意したので保留にしたいという事に

なり、隣接も水利組合も保留という形にし、申し合わせどおり水路部分を

さがって計画をして欲しいと申請者に要望しておりましたが、計画変更し

立会いをするまでの間に、時間がかかってしまい、梅の時期に入ってしま

ったので長くなってきました。その間、事務局からも早く決着して欲しい

と連絡していたのですが、○○○○さんと水利組合だけでは決めれない、

下流の農地所有者の意見も聞きたいという事で、梅の時期の過ぎた７月１

５日に、水利組合長、下流の農地の所有者、農業委員、申請者と行政書士

が集まり、西側に５０ｃｍの U 字溝を設置し水を流し、南側に３０ｃｍの

U 字溝を設置する事を申請者と話合い、了解いただけたので水利組合は同

意しました。その後、７月末に図面が出来たので、農業委員会の事務局で

○○○○さんに申請者と行政書士から説明をしましたが、図面だけでは解

り難いという事で、８月１日に現地で説明を行い、○○○○さんの方から

の水も出ていたので、その水も処理できるよう５０ｃｍの U 字溝を延長１

ｍ入れるという事で、全て納得という事になり、８月６日に農業委員会事

務局で同意の印鑑をいただきました。○○○○さんは判断の出来る状態で

ない事と、○○○○さんから○○○○さんの要望もあり、○○○○さんの

田に U 字溝を入れたので、○○○○さんの田にも影響がないと考えており

ます。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。５条５番の申請場所は、○○○から西へ２００ｍ、○

○○の真前です。現況は今年も作付けされていました。隣接の状況は東側、

西側は宅地で南側は市道、北側は畑となっており、隣接同意、水利同意も

あります。転用理由につきましては、売渡人は高齢で耕作を続けるのが困

難で譲渡したいと考えていて、ちょうど○○○○が、分譲住宅を探してい
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たところ合意し売ることになったようです。転用内容につきましては、分

譲住宅６棟、進入路、駐車場等で、盛土は最大１、２６ｍで締め固め、東

側の宅地との境界は L 型擁壁、北側の田との境界は土羽固め、水路は市道

の側溝へ設置、排水関係につきましては、排水は合併浄化槽処理、雨水と

ともに市道の側溝へ放流という事で、何ら支障ないと思います。以上です。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。問題ないと思います。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。現地説明者の説明のとおり間違いは無いんですけども、

補足という事で、○○○○さんは、８４歳で高齢であり８０歳までは農業

をしておったんですけども、子供さん二人は○○○と○○○に永住してお

り、こちらへ帰ってきて農業をするような状態でありませんので、隣接の

同意書も有り、問題ないと思います、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。この案件につきましては、譲渡人の○○○○さんの親

戚にあたる、○○○○さん２名と○○○○さんの同意の印鑑が得られない

という事ですが、○○○○さんが丁度私の同級生でありましたので直接話

をお伺いしたところ、身内で無いか問題があるという訳では全く無く、話

上反対であるという事は全然無いという事で、現状も転用の影響も場所柄

ないだろうという事もありまして、先方の○○○○さんからの現地調査の

説明のとおり、境界から１ｍ離して工事をして、将来的に耕作するようで

あれば誠意をもって対応するというお話でも有りますので、許可相当と思

い異議ございません。以上です。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。先程の説明があったとおり、去る７月１５日に、水利

組合、隣接者、水路関係者、前農業委員の○○さんと業者で、現地で立ち

会い話し合いました。その時に、だいたいの隣接者の了解を得たんですが、

昨夜、事務局で同意の印を押したと連絡が有りました。これで、問題はな

いと思います。 

議    長   はい、長いこと案件係りましたけども、異議なしとの事でございます。そ

れでは５番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。現地調査の委員さんのご説明のとおりで異議ございま

せん。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請５件共異議なしとの事でございます。

そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第４号農

地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明をお

願い申し上げます。 

小倉  係長   ５ページをお願いします。議案第４号農地法第２条の規定による農地でな
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い旨の証明願です。１番、土地の所在、○○○字○○○○、地目は登記簿

が畑、現況は山林です。他６筆ございまして、合計面積は２，３７７、２

８㎡です。申請人は、○○○、○○○○、理由は、申請地７筆は、昭和２

５年から現在に至るまで農地としては利用した経緯はありません。現在○

○○は竹が茂り竹林に、○○○は山林になっており、農地への回復は不可

能な現状です。○○○、○○○、○○○、○○○、○○○５筆は、平成元

年１０月４日に宿泊施設、店舗建築のため農地法第４条許可を得て土地造

成を行いましたが、工事未完成のまま事業を撤退したため、造成途中の荒

廃地（雑種地）で放置しております、ということです。農地法第２条の規

定による農地でない旨の証明願１件、ご審議の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。申請土地は、○○○○の駐車場の周辺で、現況、山林、

雑草の生えた雑種地でした。隣接については、宅地と山林で農地はござい

ません。非農地になった理由は、事務局の説明のとおりです。この件につ

いては、近隣者と地元農業委員さんの証明もあり、証明してもよいと思い

ます。以上です。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。今の説明にありましたように、申請地は農地としてか

つて使用した痕跡はございません。よって異議ございません。 

議    長   はい、議案第４号農地法第２条の農地でない旨の証明願い１件異議なしと

の事でございます。そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第５号農

地の形状変更願について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ６ページをお願いします。議案第５号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田です。面積は３０

㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は、盛土して梅畑にしたい、着

工日施行日は許可の日から３か月以内、隣接同意、水利同意共にございま

す。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田で

す。面積は１２㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は、盛土して普

通畑にしたい、着工日施行日は許可の日から３か月以内、隣接同意、水利

同意共にございます。形状変更願以上２件ご審議の程よろしくお願い申し

上げます。 

議    長   はい、それでは現地調査の代表委員の方の所見を賜りたいと思います。１

番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。１番、２番は隣接地なので同時に説明させていただき

ます。県道○○線の道路用地の残り分の農地であります。南側と北側が田

で、東側は県道○○線に隣接、西側は里道となっております。水利組合も
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同意がありますし、理由としては、西側隣接地が転用し資材置場に埋めて

いるので、丁度いい機会に道路まで埋めたいとの事です。一部５０ｃｍ程

度盛り上げるという事です。排水については、自然浸透及び道路側溝へ流

すという事で、支障ないと思います。以上です。 

議    長   はい、それでは逐条審議をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。今説明のあったとおりで、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番、○○です。同じく隣接している所で同じような状況であります、

異議ございません。 

議    長   はい、形状変更願２件異議なしとの事でございます。そのように取り扱っ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして報告第１号農 

地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説明をお願い申 

し上げます。 

松平  主査   ７ページをお願い申し上げます。報告第１号農地法第１８条第６項の規定

による通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は４９１㎡、他１筆、合計面積は１，０１５㎡です。賃

貸人は、○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意解

約をした日は平成２６年６月３０日です。以上１件報告申し上げます。 

議    長   ただ今の報告第１号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。続

きまして、報告第２号農地使用貸借契約の合意解約による通知について、

事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   ８ページをお願いします。報告第２号農地使用貸借契約の合意解約による

通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に田、面積は登記簿６４３㎡の内２、２７㎡です。貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約の日は平成２５年８月

２０日です。理由は○○河川整備工事の用地成のためです。以上１件報告

いたします。 

議    長   はい、有難うございます。ただ今の報告第２号について、ご意見、ご質問

ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第２号報告とさせていただきます。それ

ではその他の案件でございます。７月の県の農業会議への提出をいたしま

した５条３件、事業計画変更承認１件につきましてすべて無事答申されま

したことをご報告申し上げます。続きまして、総会の席で三役に一任して

いただきました常任委員会の委員構成の案について、事務局の説明をお願

いいたします。 

愛須  局長   常任委員会の委員構成案について説明する。 
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議    長   はい、ただ今説明いたしました委員構成につきまして、何かございません

か。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、この構成で決定とさせていただきます。続き

まして、各委員さんの担当地区についてでありますが、事務局から説明お

願いいたします。 

愛須  局長   担当地区について説明する。 

議    長   はい、担当地区についてはこのとおりとさせていただきます。他に何か有

りますか。 

愛須  局長   農業委員協力員について説明する。 

議    長   どうですか、協力員さんが代わられたり、変更になった場合は、事務局に

連絡していただきたいと思います。他に何かありますか。 

愛須  局長   積立金、農業委員研修会、農地パトロールについて説明する。 

議    長   本日予定をしておりました案件についてはすべて終了いたしました。皆様

方から何かございませんか。ないようでございますので、本日はこれで終

了いたします。有難うございました。 



14 

 

午後４時３５分終了 
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